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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 3 月 1 7 日 ( 2 0 2 2 . 3 . 1 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  第 １ の 部 分 と 、 第 ２ の 部 分 と 、 第 ３ の 部 分 と 、 を 備 え た 構 造 部 を 有 す る 遊 技 機 で あ っ て 、
  前 記 第 １ の 部 分 は 、 当 該 第 １ の 部 分 に 供 給 さ れ た 遊 技 球 の 流 路 を 備 え 、
  前 記 第 ２ の 部 分 は 、 遊 技 球 を 前 記 第 １ の 部 分 へ 誘 導 す る 流 路 を 備 え 、
  前 記 第 ３ の 部 分 は 、 前 記 第 １ の 部 分 の 流 路 を 通 過 し た 遊 技 球 の 入 賞 を 検 出 可 能 な 検 出 手  
段 を 備 え 、
  前 記 第 １ の 部 分 は 、
  遊 技 球 を 第 １ の 流 路 又 は 前 記 第 １ の 流 路 と は 異 な る 第 ２ の 流 路 へ 振 り 分 け 可 能 な 第 １ の  
振 分 部 と 、
  前 記 第 １ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 な 第 １ の 転 動 障 害 部 と 、
  前 記 第 １ の 振 分 部 に 接 続 さ れ る 第 ３ の 流 路 又 は 前 記 第 ３ の 流 路 と は 異 な る 第 ４ の 流 路 に  
振 り 分 け 可 能 で あ る 前 記 第 １ の 振 分 部 と は 異 な る 第 ２ の 振 分 部 と 、
  前 記 第 ２ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 で あ る 前 記 第 １ の 転 動 障 害 部  
と は 異 な る 第 ２ の 転 動 障 害 部 と 、
  前 記 第 ２ の 振 分 部 に 接 続 さ れ る 第 ５ の 流 路 又 は 前 記 第 ５ の 流 路 と は 異 な る 第 ６ の 流 路 に  
振 り 分 け 可 能 で あ る 、 前 記 第 １ の 振 分 部 、 前 記 第 ２ の 振 分 部 と は 異 な る 第 ３ の 振 分 部 と 、
  前 記 第 ３ の 振 分 部 よ り も 上 流 側 に 設 け ら れ 、 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 で あ  
る 、 前 記 第 １ の 転 動 障 害 部 、 前 記 第 ２ の 転 動 障 害 部 と は 異 な る 第 ３ の 転 動 障 害 部 と 、 を 備  
え 、
  前 記 第 １ の 振 分 部 、 前 記 第 ２ の 振 分 部 、 前 記 第 ３ の 振 分 部 は 、 前 記 第 ３ の 部 分 に 対 し て  
移 動 可 能 で あ り 、
  前 記 第 １ の 転 動 障 害 部 は 、 前 記 第 １ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 な  
よ う に 、 壁 部 か ら 前 記 第 １ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 経 路 上 に せ り 出 す よ う に 形 成  
さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 に 係 る 遊 技 機 は 、 第 １ の 部 分 と 、 第 ２ の 部 分 と 、 第 ３ の 部 分 と 、 を 備 え た 構 造 部 を  
有 す る 遊 技 機 で あ っ て 、 前 記 第 １ の 部 分 は 、 当 該 第 １ の 部 分 に 供 給 さ れ た 遊 技 球 の 流 路 を  
備 え 、 前 記 第 ２ の 部 分 は 、 遊 技 球 を 前 記 第 １ の 部 分 へ 誘 導 す る 流 路 を 備 え 、 前 記 第 ３ の 部  
分 は 、 前 記 第 １ の 部 分 の 流 路 を 通 過 し た 遊 技 球 の 入 賞 を 検 出 可 能 な 検 出 手 段 を 備 え 、 前 記  
第 １ の 部 分 は 、 遊 技 球 を 第 １ の 流 路 又 は 前 記 第 １ の 流 路 と は 異 な る 第 ２ の 流 路 へ 振 り 分 け  
可 能 な 第 １ の 振 分 部 と 、 前 記 第 １ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 な 第 １  
の 転 動 障 害 部 と 、 前 記 第 １ の 振 分 部 に 接 続 さ れ る 第 ３ の 流 路 又 は 前 記 第 ３ の 流 路 と は 異 な  
る 第 ４ の 流 路 に 振 り 分 け 可 能 で あ る 前 記 第 １ の 振 分 部 と は 異 な る 第 ２ の 振 分 部 と 、 前 記 第  
２ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 で あ る 前 記 第 １ の 転 動 障 害 部 と は 異 な  
る 第 ２ の 転 動 障 害 部 と 、 前 記 第 ２ の 振 分 部 に 接 続 さ れ る 第 ５ の 流 路 又 は 前 記 第 ５ の 流 路 と  
は 異 な る 第 ６ の 流 路 に 振 り 分 け 可 能 で あ る 、 前 記 第 １ の 振 分 部 、 前 記 第 ２ の 振 分 部 と は 異  
な る 第 ３ の 振 分 部 と 、 前 記 第 ３ の 振 分 部 よ り も 上 流 側 に 設 け ら れ 、 転 動 す る 遊 技 球 の 転 動  
方 向 を 変 更 可 能 で あ る 、 前 記 第 １ の 転 動 障 害 部 、 前 記 第 ２ の 転 動 障 害 部 と は 異 な る 第 ３ の  
転 動 障 害 部 と 、 を 備 え 、 前 記 第 １ の 振 分 部 、 前 記 第 ２ の 振 分 部 、 前 記 第 ３ の 振 分 部 は 、 前  
記 第 ３ の 部 分 に 対 し て 移 動 可 能 で あ り 、 前 記 第 １ の 転 動 障 害 部 は 、 前 記 第 １ の 振 分 部 を 転  
動 す る 遊 技 球 の 転 動 方 向 を 変 更 可 能 な よ う に 、 壁 部 か ら 前 記 第 １ の 振 分 部 を 転 動 す る 遊 技  
球 の 転 動 経 路 上 に せ り 出 す よ う に 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
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